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別表十二（七）

13欄に記載がある場合には、適用額明細書の記載が必要です。

使用済燃料再処理準備金の損金算入を適用している場
合には、適用額明細書の
　①租税特別措置法の条項欄に、
　　　　　　　「第68条の53第１項」
　②区分番号に、「10195」
　③適用額欄に、当該別表十二(七）13欄の金額（円単
     位）
を記載してください

13欄


